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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１０月２５日（火）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　０時１０分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗  副委員長 安藤　薫  委　　員 柴田繁勝

委　　員 本保加津枝  委　　員 村上英明  委　　員 上村高義

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼国保年金課長　佐藤芳雄

同部参事兼健康推進課長　福永冨美子　　福祉総務課長　中岡曰生

高齢者障害者福祉課長　登阪　弘　　こども育成課長　山本和憲

介護保険課長　井口久和

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第６４号　平成１７年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第７１号　摂津市立市民ルーム条例の一部を改正する条例制定の件

議案第６５号　平成１７年度摂津市介護保険特別会計補正予算

議案第６６号　摂津市立障害児童センター条例制定の件

議案第６７号　摂津市立せっつ桜苑条例制定の件

議案第６８号　摂津市立ふれあいの里条例制定の件

議案第６９号　摂津市立みきの路条例制定の件

議案第７２号　摂津市立葬儀会館条例及び摂津市立斎場条例の一部を改正する条例制

定の件　
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（午前１０時１分　開会）

○嶋野委員長　ただいまから、民生常任

委員会を開会いたします。

　理事者から、あいさつを受けます。市

長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは、民生常任委員会開催、大変

ご苦労さまでございます。

　また、各委員の皆さん方には、お忙し

い中、ご出席を賜りまして、厚くお礼申

し上げます。

　本日は、過日の議会で当委員会に付託

されました議案につきましてご審査をい

ただくわけでございますけれども、何と

ぞ、ご可決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

　なお、在庁いたしております。一たん

退席をいたしますけど、どうぞよろしく

お願いいたします。

　開会に当たり、ごあいさつにかえさせ

ていただきます。

○嶋野委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は柴田委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第６４号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第６４号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算（第３号）の

うち、保健福祉部に係る部分につきまし

て、目を追って補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、５ページ

の款１５、府支出金、項２、府補助金、

目２、民生費府補助金は、今年度、大阪

府において総合的児童虐待防止対策とし

て、児童虐待発生防止システム構築事業

が新設されております。

　この事業は、４か月健診や１歳半健診

など、乳幼児の健康診査に来られていな

いご家庭を訪問し、育児相談や情報の提

供を行い、子育て支援を行おうとするも

ので、補助率は１０分の１０でございま

す。

　同じく５ページ、款１８、繰入金、項

１、特別会計繰入金、目２、介護保険特

別会計繰入金は、過年度分の給付費、人

件費、事務費の精算に基づく返還金でご

ざいます。

　次に、歳出でございますが、７ページ、

款３、民生費、項１、社会福祉費、目７、

老人医療助成費、並びに８ページ、目８、

身体障害者医療助成費は、前年度の府補

助金確定に伴います返還金でございます。

　同じく８ページ、項２、児童福祉費、

目１、児童福祉総務費は、歳入のところ

でご説明いたしました児童虐待発生防止

システム構築事業に係る経費を計上いた

しました。

　９ページ、目１、児童福祉総務費から、

目６、ひとり親家庭医療助成費の節２３、

償還金、利子及び割引料は、ファミリー

サポートセンター委託料、母子家庭自立

支援給付金、乳幼児医療費、ひとり親家

庭医療費の補助金確定に伴います国及び

府への返還金でございます。

　１０ページ、項３、生活保護費、目２、

扶助費は、前年度の生活保護費国庫府費

負担金の確定に伴う返還金でございます。
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　以上、補正予算の説明とさせていただ

きます。

○嶋野委員長　続きまして、生活環境部

長。

○前田生活環境部長　おはようございま

す。

　議案第６４号、平成１７年度摂津市一

般会計補正予算（第３号）のうち、生活

環境部自治振興課にかかわります内容に

つきまして、補足説明をさせていただき

ます。

　１０ページ、歳出でございますが、款

３、民生費、項４、生活文化費、目２、

総合福祉会館費の２００万円は、平成１

８年３月末の総合福祉会館閉館に伴い、

４階レストラン、１階喫茶室を経営され

ている株式会社摂津フーズに対する補償

額を算定するための鑑定手数料でござい

ます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○嶋野委員長　補足説明が終わり、質疑

に入ります。

　質疑のある方の挙手を求めます。村上

委員。

○村上委員　おはようございます。

　５ページの款１５、府支出金、項２、

府補助金、目２、民生費府補助金の件に

ついてですけども、児童虐待発生予防シ

ステム構築事業補助金５０万円という話

なんですが、先ほど、４か月から１歳半

にかけての訪問というお話もあったんで

すけども、５０万円の内訳ということで、

この訪問件数等がわかれば教えていただ

きたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。

○嶋野委員長　それでは、答弁を求めま

す。福永保健福祉部参事。

○福永保健福祉部参事　訪問件数という

お問いでございますが、今のところ４か

月健診と１歳半健診の未受診者には、保

健師が訪問しておりまして、保健師が何

回も訪問した上でも、なおかつまだ状況

が把握できない方ということで、主任児

童委員さんに家庭訪問をお願いしようと

思っております。

　それで、現在のところの予測では、そ

れぞれ、１年間で５ないし１０件となる

見込みでございます。

○嶋野委員長　山本こども育成課長。

○山本こども育成課長　歳入の内訳のご

質問のところでございますが、この補助

制度につきましては、本年と来年度の２

か年事業ということで大阪府の方からご

説明がございました。

　また、歳入５０万円という金額でござ

いますが、これは補助要綱の中に人口比

率で補助金が決まっております。本市、

約８万５，０００人でございますので、

３万人以上１０万人未満の市におきまし

ては、上限５０万円で１０分の１０で補

助をするというような制度でございます。

　歳出でございますが、予算書８ページ

の児童福祉総務費の報償費から節１８、

備品の庁用器具費に係る各項目がその明

細でございます。

○嶋野委員長　村上委員。

○村上委員　どうもありがとうございま

す。さらに、発生の予防、防止という件

で、さらに充実した内容で進めていって

いただければなと、そういうふうに思っ

ております。

　それと、もう１点なんですけども、ちょっ

と教えていただきたいんですが、９ペー

ジの款３、民生費、項２、児童福祉費、

目６、ひとり親家庭医療助成費とあるん

ですけども、これは母子家庭とか、そう

いうことを言われてるんでしょうか。そ

の辺、教えていただきたいと思います。

○嶋野委員長　答弁をお願いします。山
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本こども育成課長。

○山本こども育成課長　目の名目どおり、

ひとり親の方に対する医療費を助成をす

るという制度でございます。

　基本的には、母子の方であったりとか、

父子の方であったりということでござい

ます。

　また、制度におきまして、所得制限等

がございますので、その所得制限に該当

のある方に対する医療費の助成に対しま

して、いただきました歳入がございます。

今年度に入りまして、昨年度の歳入を精

算いたしまして、超過でいただいてた分

がございますので、その分を精算して大

阪府に返還をするということで返還金を

上げさせていただいております。

○嶋野委員長　ほかに、質疑はございま

すでしょうか。柴田委員。

○柴田委員　民生費、生活文化費の、先

ほど福祉会館の閉鎖に伴って、摂津フー

ズに対するいろいろな補償というんです

か、そういうことで２００万円の調査費

が出てるんですけど、これはあの会館に

入らせたときに摂津食品との１つの約束

ごとで、もしうちの方が一方的に閉館を

する時には、それ相応の補償をしますと

いうようなことを結ばれてきたというよ

うな経緯があるのかどうか。

　過去にも、このことでは、例えばそう

いう営業が、十分、採算が取れないとい

うようなことで１階の喫茶室など、ほと

んど無償に近いような形で提供して、運

営をしてもらったという経緯もあると思

うんです。

　今日に至るまで、摂津食品側から言わ

せれば、非常に難しい運営の中を赤字を

出しながら最大の努力をしてやってきた

という背景もあると思いますし、また我々

の方からいきますと、この補償のために

調査費２００万円を組んで、これからど

れぐらいの補償をしていかなければいけ

ないのかというようなことが出てくると

思うんですよ。その辺のことについて、

ひとつ基本的に最初に契約した時に、そ

ういうことが発生していたのかどうか。

　また、今日に至って、こういう問題へ

の補償は、どの程度充てていかなければ

いけないのか。これは、この２００万円

の中で一定、査定してもらった中で、市

が最終的に出していかないかん問題では

ないかと思うんですが、ちょっとその辺

が、この予算を見て気になったもんです

から、お尋ねしたいと思います。

○嶋野委員長　答弁を求めます。大場生

活環境部次長。

○大場生活環境部次長　福祉会館の補償

の問題でございますが、当初の約束があっ

たのかなかったのかというようなことで

すけども、これは摂津食品に対しまして

は、現在は摂津フーズでございますが、

行政財産使用許可ということで、１年ご

との契約になっておりまして、取り扱い

につきましては基準がございますが、契

約は１年ごとということで、特に約束ご

とはございません。

　補償につきましては、基本的には公共

用地の取得に伴う損失補償基準というの

がございまして、それに伴った補償を考

えております。その内容について、専門

家による鑑定をお願いして、その補償額

を算出していただいて、それに基づいて

相手方の代表者と交渉してまいりたいと

いうふうに考えております。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　あんまり、このことに私が

ここでとやかく言いますと、いろいろな

ことで何か補償にちゃちゃでも入れてる

のかというようなことも感じられますし、

やっぱり今日まで努力されてきた経緯と

いうものもありますから、それに対して、
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そういう事業がなくなっていくというと

ころで、公的な立場として一定の補償を

するという考え方については、私は理解

できるんですけども、これ、民間なんか

で、こういうことがまかり通るのかどう

かというようなことも考えた時に、やっ

ぱり一番最初に、入っていただくときに、

その辺のけじめもきっちりつける。

　また、１年ごとの更新の時にも、その

辺のこともきちんとつけていく。例えば、

我々、解雇される時でも６か月なら６か

月の猶予期間の中で、これで一応契約を

解消したいということになれば、それ以

上の難しい補償というところまでいかな

いと思うんですよね。

　この場合でも、そのようなことを考え

て、市民が「なるほどな」「そら当然や

な」というふうな理解が得られるかどう

かというふうなことも考えるわけですよ。

そういうことで、それ以上のことは私の

方から言いませんが、ちょっと気にかか

りましたのでお尋ねしたんで、鋭意十分

な審査といいますか、この予算を有効に

使っていただいて、双方が福祉会館がで

きて、かなりな年数がたちますから、気

持ちの上では長い間、ご苦労さんでした

というような気持ち、また次に来る施設

などでは、またよろしくお願いしますと

言えるような立場で、ひとつ解決をして

いただきたいということ、要望としてお

きます。お願いします。

○嶋野委員長　ほか、質疑はありますで

しょうか。はい、上村委員。

○上村委員　児童虐待防止に関する点で、

質問させていただきますけども、摂津は

児童虐待について先駆的な取り組みをし

ておるということで、テレビ等でも報道

されて、誇れる対策ということであるん

ですけども、今回のこの５０万円の大阪

府からの補助金ですが、これは摂津から

要望して出てきた金額なのか。大阪府が

全府的に取り組んでいる事業なのか、そ

の辺のところがちょっとわかりにくいん

ですけども、その辺の説明と。

　あと、報償費の２１万円計上されてま

すけども、この２１万円は、どういった

格好で支出されるのか、その点をお聞か

せ願います。

○嶋野委員長　山本こども育成課長。

○山本こども育成課長　この予防システ

ムの歳入の成り立ち、または府下全域で

取り組まれていくのかというようなご質

問でございますが、今年度に入りまして、

６月２２日に各市町村担当者を大阪府の

方に集められまして、大阪府の方が全市

町村を前にいたしましてご説明がござい

ました。

　大阪府内で、いろいろと痛ましい事案

と申しますか、事柄が発生しております。

それを受けまして、やはり特に乳幼児の

健診の未受診者に対して、各市できるだ

け訪問をして連絡を密にフォローをして

いただきたいというご説明がございまし

た。

　本市の場合、健康推進課の保健師の方

が未受診者に対して訪問等を行ってはお

りますけども、中にはなかなかフォロー

できてない市町村があるように、大阪府

のご説明ではございました。

　その中で、未受診者がやはりリスクが

高く、不安を抱いておられるお母さんも

お父さんも多いということで、極力府下

全市町村で取り組んでいただきたいとい

う要望の中で、本市といたしましては現

在取り組んでおられる健康推進課の事業、

また本課で取り組んでおります各種の事

業等々がございますが、より一層、その

辺を密にしていきたいということで大阪

府のご説明がありました事業につきまし

て取り組んでいこうということで、健康

－ 5 －



推進課、福祉総務課と協議をいたしまし

て、予算を計上させていただくことにさ

せていただきました。

　それで、報償費の内訳でございますが、

この事業につきまして、未受診の方につ

きまして、民生児童委員協議会の方と協

議をいたしまして、訪問活動もご協力を

いただきたいという、大阪府は大阪府と

して府の協議会の方に対してご要望をな

されておりましたので、本市といたしま

しても、できればご協力いただけないか

というお話で協議もいたしております。

　その中で、ご訪問いただく際に、やは

り主体的に主任児童委員さんがご訪問し

ていただけるというような内容でござい

ますが、やはり事前研修といいますか、

知識を大変持っておられる方もございま

すが、やはり訪問する際に事前にいろい

ろお話を聞かせていただいてから訪問が

できないかというようなお話もございま

したので、訪問いただく民生委員さんに

対して研修をさせていただいて、その辺

の謝礼を含めた形で報償費を支出してい

きたいというふうに考えております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　この５０万円については、

大阪府からの補助ということで、これは

児童虐待については摂津が先駆的な取り

組みをされておるということで、そして

他市に先駆けていろいろネットワークを

構築しながら進めてますよね。

　やはり、そういった中で、摂津でみず

から活動する中で問題があって、それを

大阪府に要望するのであれば、それなり

の効果が期待できるんですけども、これ

は大阪府がやれと言ったから、その方向、

うちも若干問題があったかもしれないけ

ど、その方向で乗ろうかという、物すご

い受け身的な発想になっておる気がする

んですよね。

　それは、お金が入ってくるんで、その

方向で問題ないと思うんですけども、もっ

ともっと本来は、今の児童虐待の摂津の

現状の中で、どこに問題があって、その

ために施策としてお金が必要なんだとい

うことをきっちり明確にしていかないと、

この５０万円というのが沈んでしまう気

がするんですよね。

　本来、摂津の児童虐待の状況が、その

キャピセをやってからどうなのかという

ことも聞きたいんですけども、それはちょっ

と細かくなりますので今回は聞きません

けども、本来は今の摂津の児童虐待にお

ける現状と問題点を明確にした中で、こ

の５０万円を使っていくという方が、もっ

ともっと効果があるんじゃないかなと思っ

てますし、ただ、この乳幼児健診につい

ては、そこが未受診者に対して未訪問で

あったということであれば、それをきっ

ちりしていただきたいということと。

　２１万円の謝礼については、今、お話

がありましたように民生委員さんへの訪

問の際の、訪問の仕方の研修をするとい

うことでありますんで、そういった意味

で、ぜひ効果の出るように、５０万円が

１００万円の効果になるように、ぜひ丁

寧に対応していただきたいなということ

を要望しておきます。以上です。

○嶋野委員長　ほか、質問はございます

でしょうか。安藤委員。

○安藤委員　今までも既にもご説明をい

ただいてるんですが、児童虐待発生予防

システム構築事業について、もう少しお

聞きしたいと思います。

　先ほどのご説明では、大阪府の事業と

して人口比によって補助金５０万円が交

付されると。これに基づいての事業だと

いうふうにご説明いただきました。

　主任児童委員さんが、乳幼児健診の未

健診の家庭を回るというふうにご説明を

－ 6 －



いただいたわけですが、現在、乳幼児健

診を未受診の方、世帯というのは、今ど

のぐらいあって、保健師さんが今は回っ

ておられるという、先ほどもご説明があっ

たんですけども、保健師さんが、どのぐ

らいの人員で回って、どのぐらいの人数

で回って、どのぐらいのご家庭に訪問で

きているのか。

　そこから、まだ足りない部分を今度、

主任民生委員さん、児童委員さんに回っ

てもらうということですけども、その今

回の新しいシステムでカバーしきれるの

かどうかという点、ちょっとその点をお

聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。

　それから、先ほど柴田委員からも質問

があったんですが、基本的な質問で申し

わけないんですけど、福祉会館の閉鎖に

伴う補償の査定料２００万円ということ

ですけども、この査定の２００万円とい

うのは、非常に大きなお金だなというの

は、素人考えで思うわけなんですが、ど

ういう基準に基づいての査定になるのか。

どういう補償をしていく査定になるのか

という点をちょっと教えていただけたら

なと思います。

○嶋野委員長　答弁を求めます。福永保

健福祉部参事。

○福永保健福祉部参事　乳幼児健診の実

情でございますが、４か月健診の平成１

６年度の受診率が９４．４％でございま

す。

　１歳６か月児健診の受診率が９１．１

％で、人数といたしまして４か月健診で

４３名、それから１歳６か月児健診で８

１名の方が未受診でございました。

　ただ、その後のフォローにつきまして

は、平成１６年の９月から平成１７年の

４月までの８か月間の状況をご報告申し

上げます。

　８か月間で、４か月健診の未受診者が

４０名。健診の再発送をすることによっ

ての受診者が１３名。そして、転出の方

が７名ということで、２０名の方が訪問

対象となりまして、訪問の前にどちらで、

どのようなフォローを受けているかとい

う確認をしたわけでございますが、お電

話等で里帰り中であるということが確認

できた方が４名、医療機関で４か月健診

を受診されたというお返事をいただいた

方が１１名、それから極小未熟児の方等

は保健所から家庭訪問に行ってらっしゃ

るわけなんですが、その方が２名という

ことで、残りました３名の方を家庭訪問

してるという現状でございます。

　１歳半健診につきましては、平成１７

年４月から６月までの３か月間で未受診

者が１６名、転出や再受診を除いて１１

名の方が対象となりまして、残り亡くな

られた方が、この時には１名あって、残

りの１０名の方が訪問対象となってござ

います。以上でございます。

○嶋野委員長　あと、参事、訪問されて

いる保健師さんの人数、質問者は聞かれ

ておりますので。福永保健福祉部参事。

○福永保健福祉部参事　済みません。市

内を７地区に分けまして、地区担当の保

健師という形で配備しております。その

保健師が、それぞれの住所地で未受診と

なった方に、それぞれ訪問するという体

制を取っております。以上です。

○嶋野委員長　大場生活環境部次長。

○大場生活環境部次長　摂津フーズに対

する補償の基準といいますか、内容でご

ざいますが、補償の基本的な考え方につ

きましては移転補償というふうに聞いて

おります。

　移転するかしないかは別としましての、

営業を続けるための補償というような内

容でございます。
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　大きく、補償の内容では営業補償が１

点目と、それから物件移転補償、それか

ら動産移転補償、借家人補償というふう

に４つが大きい項目かなと思っておりま

す。

　営業補償につきましては、休業中の補

償ということで、相手方からの所得税の

申告書等を参考にしながら確定されると

思うんです。それと、あと従業員さんの

休業補償ですか、そういうような点が営

業補償になってこようかなと思います。

　あと、物件移転補償につきましては、

摂津フーズさんが投資されております建

物の内装費等について、建物についてる

分、それについての補償。

　あと、動産移転補償については、テー

ブルだとか、いすとか、その移転にかか

わる運送費等の補償というようなことで

聞いております。

　大体、その辺が内容的なものです。以

上でございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　ありがとうございます。

　児童虐待、早期に発見して対応を取る

ということの仕組みが大阪府の方からも

取られてきたというのは、摂津市独自の

取り組みとともに、非常にトータル的な

取り組みを進めていくという上では、い

いことだというふうに思うわけです。

　システムを構築するという補助金であ

り、そういった事業だということなんで

すが、主任児童委員さんが訪問をすると

いうのは、定期的に定期検診が毎月行わ

れてるわけですから、定期的に毎月毎月

訪問をして、それに対してどのような状

況なのかという報告が上げられて対応を

とっていくというようなことで理解した

らいいのかなというふうに思うわけです

けども、現在、摂津市の方で回ってる保

健師さん、７地区に分けられて、これ、

７人の方が回っておられるということな

んでしょうか。

　その７人の方と、それから主任児童委

員さんの連携というもの、キャピセとい

う取り組みが行われていますから、当然

そこの中の枠組みの中に組み込まれてい

くものだと思うんですけども、今回のこ

の大阪府の事業も、このキャピセを中心

とした取り組み、枠組みの中で行われて

いくと。そこで、総合的に児童虐待早期

発見のための、発見がないのが一番いい

わけですけども、未受診の方、それから

行政や民生委員の方々が小さいお子さん

の実態を把握してない状況がないという

状況をつくっていくのが一番大事なこと

だと思うんですけども、そういった枠組

みの中で進められていくというふうに理

解してるんですが、その点はよろしかっ

たのか。

　それから、報償費で２１万円、研修費

というふうにあるわけですけども、訪問

の際の、訪問に対する報償というような

ものは、あるのかないのか、その点もちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　それから、総合福祉会館の補償費につ

いてでありますけども、営業補償、物件

移転等の補償というふうにお聞きいたし

ました。

　先ほどもありましたけども、本来、１

年契約にしても、契約時に約束がない状

況で、補償をやっていくと。約束があれ

ば、閉鎖に伴うときの補償という際には、

こういった２００万円という大きな査定

料というのが必要にならなかったんじゃ

ないかなと、素朴に思うわけなんですけ

ども、その点、最初の契約、それから毎

年毎年更新契約をやっていく中での今ま

でのあり方というのは、どうだったのか、

その点はどういうふうにお考えなのか。

　それから、１年契約で、あとからもあ

－ 8 －



りますけども、指定管理者制度等でいろ

いろな競争倫理も導入されていく中で、

摂津フーズさんが、１社さんが、この間、

福祉会館の中で１社さんだけでやってき

ていたんじゃないかなというように思う

んですけども、そういった、この間、更

新時の業者さんの選定の時の対応という

のもどうだったのか、その点ちょっと考

え方、見解をちょっとお聞かせいただき

たいと思います。

○嶋野委員長　山本こども育成課長。

○山本こども育成課長　予防システムに

つきましてのご質問に対しまして、ご答

弁申し上げます。

　今般、大阪府の方が予防システムとい

うことで、こういうシステムを構築され

たということでございますが、我々とい

たしましては、こういうシステム構築前

に、やはり児童虐待の防止連絡会、通称

キャピセと呼ばせていただいている会を

立ち上げさせていただいて、その中で先

ほども委員の方からお話がありましたよ

うに、先進的事例ということで各方面の

報道からご報道をいただいているという

ような状況の中で、逆に我々といたしま

しては、当然、４か月健診、１歳半健診

の未受診のお子さんに対しまして、市の

保健師が訪問し、その中で何かそういう

虐待につながるような事柄をつかめば、

すぐにキャピセの方に報告を上げ、その

中で民生児童委員さんも当然委員さんに

なっておられますので、その中で活動を

いただいているということでございます。

　大阪府の方が、こういう事業を立ち上

げたということでございますが、ある意

味、うちの取り組みを参考にもしていた

だけたのかなという、私、担当事務局と

しては一定の自負もいたしております。

　その中で当然、未受診者イコール、す

べて虐待ということは当然ないわけでご

ざいます。

　単純に、忘れておられたり、その日が

別の要件があって受診されなかったりす

る方はあろうかと思います。

　未受診、受診、我々といたしましては、

逆に言えば関係なく、未然にいろんなネッ

トワークを構築する中で、アンテナを広

げまして、お子さんのそういう虐待につ

ながるような情報をより早くつかみまし

て、早期に対応する防止システムを構築

していきたいというふうに考えておりま

す。

　その中で、当然ながら、ご質問のあり

ましたように、未受診の中で、今もそう

してますように、キャピセの方にケース

を移管いたしまして、そちらで全体でフォ

ローしていくということは当然の取り組

みであろうというふうに考えております。

　また、民生委員さんへの謝礼でござい

ますが、やはりキャピセの一員という中

にも入っていただいておりますので、そ

ういう観点からいきますと謝礼なしで活

動いただけるということでご理解いただ

けるのかなというふうに考えております。

○嶋野委員長　大場生活環境部次長。

○大場生活環境部次長　福祉会館のあり

方についてでございますけども、昭和４

６年当時、福祉会館が開所した当時、市

内業者の育成という観点から、結婚式場

等、そういう施設も兼ね備えた施設を整

備するということで、市内の業者さんの

協力を願ったという経過がございます。

　そういった中で、現在、摂津フーズに、

現在に至っておるわけでございますけど

も、補償の基本的な考え方といたしまし

ては、弁護士さん等とも相談いたしまし

た結果、施設の老朽化ということで閉館

はやむを得ない。それに伴う補償は、一

定必要かなというふうにお聞きしてると

ころでございます。
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　開館の当初、４６年当時に当時摂津食

品さんが内装なり、厨房設備なり、什器

なり等、投資されておられるということ

もございますんで、引き続き摂津食品さ

んに経営をお願いしているということで、

１年契約ではございますが、毎年継続し

て更新をしておるということでございま

すんで、その経過から現在に至っておる

ということで、引き続き補償も必要かな

というふうなことで考えております。

○嶋野委員長　保健師さんが７地区で何

人なのかという質問と、あと、毎月の健

診に対して、その地域ごとに訪問してい

るのかという事実確認の質問がございま

したので、福永保健福祉部参事の方から、

お願いします。

○福永保健福祉部参事　１地区１人とい

うことで、地区担当制をとっております。

　それから、毎月、今後なんですけれど

も、主任児童委員さんにお願いをすると

いうのは、今のところ福祉総務課とこど

も育成課と、保健福祉部、健康推進課と

で協議を重ねておりまして、実は明日、

説明会を開く予定にしておるんですが、

実際の活動依頼は、今のところ１２月ぐ

らいからお願いができるものかというふ

うに考えております。

　それで、毎月、未受診者が発生してき

て、その後で保健師が訪問するというこ

とで、その結果、この方をお願いしたい

という方が、暫時出現してくることにな

るかと思いますので、暫時地区担当保健

師が担当の主任児童委員さんにお願いを

して、訪問に行っていただく。また、そ

のご報告をいただいて、お互いに連携を

取りながらフォローしていくということ

で想定しております。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　ありがとうございます、詳

しくご説明いただきまして。

　最初にご説明がありましたが、児童虐

待発生予防システム、大阪府の事業とし

ては２か年の計画だということでござい

ました。

　ことしと来年、５０万円の補助金がつ

くんだというふうに理解するわけですが、

今もお話がありましたように、摂津市の

キャピセ等、児童虐待防止についての取

り組み、大阪府の方も参考にしていただ

いたんじゃないかというふうなお話もあ

りましたが、当然、この大阪府の事業が

２か年のものであったとしても、継続的

な取り組み、今回つくられたシステム、

既につくられてきたものをより強化した

というふうに私は理解していいのかなと

思うんですけども、それをさらに充実さ

せていっていただきたいなというふうに

思います。

　福祉会館のご説明の方は、わかりまし

た。この程度でとどめておきます。

○嶋野委員長　ほかに質疑はございませ

んでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時、休憩します。

（午前１０時４２分　休憩）

（午前１０時４４分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第７１号の審査を行います。本件

につきましては、補足説明を省略し、質

疑に入ります。質疑のある方の挙手を求

めます。ございませんでしょうか。上村

委員。

○上村委員　議案第７１号、摂津市立市

民ルーム条例の一部を改正する条例制定

の件ということで、フォルテを福祉会館

の代替施設として使うということであり

ます。これにかかわる、１８年４月１日

にオープンしますよね。これにかかわる

改造費用というか、そこら辺の見込みが、
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もしあるんであれば聞かせてほしいとい

うことで、これが多分、条例が制定され

れば、いつかの時点で補正が上がってく

ると思われるんですけども、これ、それ

だと今、家賃が正式に幾らになったのか

ということと、改造にかかわる費用。

　それと、今後の市民への広報の予定と

いうのがあればお聞かせ願います。

○嶋野委員長　答弁を求めます。大場生

活環境部次長。

○大場生活環境部次長　フォルテの改造

費用なんですけども、これにつきまして

は、また１２月補正になるかと思うんで

すけども、工事請負費で補正をしたいと

考えております。

　あと、家賃でございますが、賃料につ

きましては、現在考えておりますのは坪

９，０００円というふうに考えておりま

す。これにつきましては、摂津都市開発

との協議の上でそのような金額になろう

かなと思っております。

　市民の広報につきましては、この議会、

１１月８日に可決成立ということになり

ましたら、１１月の１５日号の広報で市

民にお知らせして、それから１２月１日

から貸し館の申請を受けたいというふう

に考えておるところでございます。以上

でございます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　改造費用に伴って、当然、

机とか、いすとか要りますよね。それは、

今の福祉会館にあるやつを転用されるの

か、新規購入なのかということも含めて、

これは補正が上がってきますよね、多分。

それの考え方はどうなのかということと。

　家賃、坪９，０００円ということでお

話がありましたけども、これは当初、み

やけ幼稚園跡地にプレハブをつくってい

くということで、これについてはちょっ

と問題があるということで、こっち側に

方向転換されたわけですけども、こっち

の方が坪９，０００円でもトータル的に

見ると安いということでありますんで、

これ年間にすると５００万円ぐらいでし

たか、年間金額をまた後で教えてくださ

い。それは年間金額は、きっちり言って

ほしいということであります。

　それだけ確認しておきます。

○嶋野委員長　大場生活環境部次長。

○大場生活環境部次長　フォルテにかか

わります備品等、またふれあいルームに

かかわります備品等について、また１２

月補正でお願いすることになろうかと思

うんですけども、基本的には福祉会館で

利用しております、使っております備品、

机、いすを有効に利用していきたいと考

えております。

　あと、フォルテの経費、賃料等の経費

でございますが、フォルテにつきまして

は大体５０坪ございますんで、坪９，０

００円でいきますと消費税込みで５６７

万円、年間の賃料になってこようかと思

います。それと、ビルということで共益

費も発生してきますんで、共益費につい

ては約１８０万円ぐらいが年間かかって

きます。

　それと、また貸し館業務等、清掃、警

備等の管理業務も入ってきますんで、こ

れが年間１６０万円ぐらいということで、

年間９００万円近くの経費がかかってく

るという試算はしております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　年間９００万円だと、５年

で４，５００万円になりますね。当初、

みやけ幼稚園跡地につけるプレハブが年

間２，０００万円のリース料と５年間で

１億円ということになりますし、フォル

テだと４，５００万円ということで、５

年間比較では安いということであります

けども、できるだけ経費削減に努めなが

－ 11 －



ら、なおかつ素早い広報で市民の皆さん

に知らせていただいて、有効に利用を図

れるように、ぜひお願いしておきます。

以上です。

○嶋野委員長　ほかに質疑はございます

でしょうか。柴田委員。

○柴田委員　１点だけ、今、上村委員か

らこのことを問われたので、今回、条例

として制定される。特に、フォルテ２１

３の施設ですね。これは大変、今から利

便性がいいということで非常に喜ばれる

施設になるというふうに、ちょっと私の

方もそういう、人に言うたときに「ええ

ことにできるな」と、こういう評価をい

ただいてます。

　これから、この施設というのは、多目

的に使われると思うんです。特に、講演

会などにも、よく使われるんではないか

と。講演会などで使われる時には、必ず

スクリーンを持ってビデオなり、またそ

の他の増幅映写によって、ものを説明し

ていくと、こういう施設がよく使われる

わけですが、ここではマイクセットを恐

らく、今の福祉会館の万葉殿に装備され

てるやつを移設されるんではないかと思

うんですが、そのような施設も含めて利

用を高められるようなものまでつけると

いうお考えはないのかという点、聞かせ

てください。

○嶋野委員長　答弁を求めます。大場生

活環境部次長。

○大場生活環境部次長　マイクセットに

つきましては、福祉会館の分も持ってい

こうかなというふうに考えておったんで

すけども、故障等かなりあるということ

で、その辺が修理できるものか。もし、

だめであれば、新規に工事の中で設置し

ていきたいなと考えております。

　スクリーン等については、今後、どう

いう使い方がいいのか。またスクリーン

等、必要であれば予算計上、工事の中で

入れていきたいなというふうに考えてお

ります。

○嶋野委員長　柴田委員。

○柴田委員　別に、最小限度のものをつ

くって持ち込み自由とかいうような考え

方もあると思うんですが、あれを多岐に

わたって多くの皆さんに喜んでもらえる

というようなことで、ちょうど９０人ぐ

らいで、もう１つのところと併設して使

うと１００人規模の大体、集会といいま

すか、講演会等ができるということです

から、非常に、使い方によればいいもの

になるんじゃないかと。そういう装置も

つくっておいて、それも一挙に使われる

のであれば使用料幾らというようなもの

も持っておかれたらどうかなというふう

に思うんですが、これはむしろ、そうい

う使い方で、いつ使うかわからんものを

持っておくよりも、要る都度、適当に持

ち込んでもらった方が安いし、有効にな

るということであれば、私はその方法も

いいのかなと思うんですが、１つの売り

文句として、そういう装置もつけたホー

ルですよというようなことになれば、もっ

と使う人も使いやすくなるんじゃないか

と思うんで、これは要望しておきます。

そういうことが使えるようであれば、一

遍考えてみてやってください。よろしく

お願いします。

○嶋野委員長　ほか、質疑はございます

か。安藤委員。

○安藤委員　福祉会館の閉鎖で貸し館室

が少なくなるということで、ふれあいルー

ムが当初予定していたよりも部屋を多く

利用できるようにしていただくと。

　それから、フォルテの方でも今もご説

明のあったとおり、広い部屋が市民とし

て利用できるようになるという点では、

いいことではないかなというふうに思い
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ます。

　今まで福祉会館で利用された方々が、

そちらの方で利用しやすいように、いろ

いろ周知のことも今お話がありましたが、

福祉会館を利用する際、お車で来られる

利用者の方は小川駐車場を利用して、利

用料が免除されるような手続がとられて

いました。

　自転車で来られた場合についても、自

転車置き場というのが、きちんと確保さ

れていたわけですが、今度、フォルテの

大きな部屋９０名、お隣を合わせますと、

１００名を超す収容人数の貸し館になる

わけですから、その利用者の方々がそこ

を利用される時、自動車で来られる方、

自転車で来られる方、バイクで来られる

方、いらっしゃると思います。

　そういう方々の駐輪場、もしくは駐車

場については、どのようにお考えになっ

ておられるのか、その点はお聞かせいた

だけたらと思います。

　それと、福祉会館で例えば１００名規

模の集会をやったりというような場合で

すと、３階の第２、第３会議室を一緒に

借りて使ったりすることがあったかと思

うんですけど、例えば午前中で１，９０

０円で市民の方が利用できてたわけです

ね。これは、もちろん今もご説明があっ

て、根拠を示されまして、１坪９，００

０円というようなお話がありましたけど

も、フォルテの２１３を９０名の部屋で

お借りしますと３，１００円、午前中、

約１，２００円ほどの利用料の負担がふ

えるわけです。

　もちろん、立地条件云々はありますけ

ども、主に使われるのは市民の方々であっ

て、一等地である必要はないわけですね。

これは、福祉会館が閉鎖すると。市の方

の事情によって移動して、代替措置とし

て新たに設置していただくわけで、同じ

ような規模で集会をやろうとされていた

同じ団体が大きな負担がふえていくとい

うことも考えられるんですが、その点に

ついてはどのようにお考えになっておら

れるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

○嶋野委員長　答弁を求めます。大場生

活環境部次長。

○大場生活環境部次長　フォルテの貸し

館を利用される方の駐車場の件でござい

ますが、これもいろいろ検討させていた

だきました。その結果、現在、フォルテ

３０１、３０３の利用者に対しましても

市営駐車場、地下のフォルテの駐車場の

減免措置はしておりませんという状態で

ございますので、今回の２１２、２１３

の利用者につきましても同様に減免なし

ということで、有料での利用をお願いし

たいと思っております。

　ただ、現行で駐車場につきましては、

障害者の方には５０％というか、半額の

規定もございますので、それの適用にな

るかなと思っております。

　それから、使用料の件でございますが、

確かに福祉会館の使用料と比べ、フォル

テの場合は高くつくわけでございますけ

ども、これもいろいろ検討させていただ

いた中で、本来でしたら３０１、３０３

の平米単価に見合う同じ平米単価で計算

を当初いたしました。

　そうしますと、やっぱり福祉会館と比

べまして３倍近くの金額になるというこ

とで、それも福祉会館の代替ということ

になれば、ちょっと高すぎるかなという

こともございましたので、それの大体８

掛けぐらいの金額にさせていただいたと

いうことでございます。

　福祉会館の平米単価に合わせますと、

かなり低い金額になってしまうというこ

とで、やはり現在使われております３０
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３なり、３０１の利用者の方が、どっと

押し寄せるというようなことで、先に取

られてしまうということでございますの

で、一定、差をつけた中で使用料を決め

させていただいたということでございま

すので、フォルテ３０１、３０３の平米

単価の８掛けぐらいの金額の使用料を算

出したということでございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　駐車場については、フォル

テの下の市営駐車場を利用してもらうと。

駐輪場についても同じという考え方にな

るわけですね。

　千里丘の駅前の状況というのは、今は

工事されてまして、フォルテ利用者の方々

の駐輪場が別途に仮設で設けられている

わけですが、駅前に買い物をされる方や、

通勤や通学の方々が自転車があふれてい

るという状況が日常的に現実としてある

わけです。そこに、一時に１００名規模

の集会等が行われた場合、やはり千里丘

の駅、中心地といえども摂津市全体から

いけば、端っこの方になるわけですね。

自動車や自転車という形で、そこの集会

に訪れられるわけです。

　そういった場合に、例えば自転車の場

合ですと、駅前にあふれかえっていくと

いうことも考えられるんじゃないかなと

思うわけです。そのことによって、逆に

通行人に対する安全の確保もできないと

いうことになってこようかと。

　集会を利用される方の自転車を保管し

ていく、確保するスペース、もしくは保

管しやすいように利用者の利便を図ると

いうことが必要なのではないかなという

ふうに思うわけですけども、自転車なん

かは、どういうふうにお考えでしょうか。

今の千里丘駅前の状況、自転車があふれ

かえっているような中で、地下の駐輪場

へ運んでくださいというような、車は地

下にとめてくださいと、そういうような

ことで、それをお願いしていくというふ

うな考え方でいきはるのかどうか。

　それから利便性、福祉会館がなくなっ

て、代替としてつくられる施設であるわ

けですから、ふれあいルームもそうです

けども、利用料を含めて、今までかから

なかった費用がかかってくるということ、

市民の方々が集会をやられたり、何か催

しをやろうとするときの負担がふえてい

くことで、結局、福祉会館の閉館が市民

の方に、ある意味負担がしわ寄せのよう

な形になってきてるんじゃないかなとい

うふうに思うんですけども、その点は、

代替措置として部屋をつくっていただく、

貸し館の条件を整えていくという点では

ありがたいことだと思うんですが、それ

に対して市民にどっと負担がいくようで

は、ちょっと困ると思うんですが、その

点、もう一度、今、８掛けというような

お話がありましたが、その８掛けという

根拠もよくわかりませんが、その点はも

う一度、ちょっと教えていただけないで

しょうか。

○嶋野委員長　駐輪場の件につきまして

は、建設常任委員会の分野も多々ござい

ますので、答えられる範囲でお願いした

いと思いますけれども。大場生活環境部

次長。

○大場生活環境部次長　自転車につきま

しても、確かに周辺に自転車があふれて

いるというので、今現在は、ちょっとやっ

てる状態みたいなんですけども、地下の

駐輪場を利用していただきたいと。

　私も交通におった関係で、二段式の上

の方も結構余ってる部分があったかなと

思ったりするんですけども、自転車はそ

ういった形、地下の有料の自転車置き場

の利用をお願いしたい。

　千里丘駅周辺ということで、やっぱり
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基本的には自動車よりも公共交通機関、

バスなりを利用していただいて、駅前と

いうことで混雑の原因にもなりますんで、

公共交通機関を利用していただきたいと

いうふうに考えております。

　それと、フォルテの使用につきまして

も、先ほど答弁いたしましたように、本

来でしたら、既存の施設の平米単価で計

算いたしますと、２１３の広い部屋でし

たら９，７００円というふうに、フォル

テの既存の施設の平米単価で掛けますと

９，７００円になってまいります。

　それが高いということで、当初検討い

たしましたのが、福祉会館と３０１、３

０３の既存施設の平均の単価でどうかな

というふうな計算もいたしました。

　そうしますと、２１３の９０人定員で

６，０００円という金額が出てきました。

６，０００円ということになりますと、

例えば、これは午前９時から午後５時ま

での料金でございますけども、フォルテ

３０１の場合が６，５００円で、会館の

平均をとりますと６，０００円と、ほと

んど変わらないというふうな金額が出て

おりましたんで、そうなりますと２１３

が部屋が広くて、まだ安いというような

ことで、２１３の方にかなり使用がいく

んではないかと。少人数の使用されてい

る団体であっても２１３を先に押さえら

れるんではないかというようなことで、

再度検討いたしました結果、先ほど言い

ました３０１、３０３の８掛けと。その

８掛けの根拠は特にございませんが、仮

に７掛けなり、６掛けするとなると、か

なり、また安くなりますんで３０１、３

０３の利用者が２１３に流れるというよ

うなこともございました結果、８割程度

にさせていただいたということでござい

ます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　千里丘の駅前ですから、バ

スもきますので、貸し館によっては、公

共交通機関をご利用くださいということ

で宣伝されてることもよくあることでご

ざいますが、ただ摂津市の状況も、建設

常任委員会の方に話がいってしまいます

からちょっとだけ触れますけども、バス

の便の減便によって千里丘駅に足を運ぶ

バスが鳥飼上の地域で、どんどん減って

るわけですね。そういった状況のもとで、

摂津市の市民がどこに住んでいても、摂

津市の施設が同じような、全く同じとい

う形にはなりませんけども、利用しやす

さという点では、やはりできるだけ配慮

をするような措置というのは必要だとい

うふうに私は思います。

　駐車場や駐輪場の点については、実際

に開館された後、いろいろな事態も予想

されるかと思いますので、その点は交通

の方とも連携も取っていただいて、それ

から周知の際においても、そういった、

駅前が危険な状況にならないような配慮

も考える手だても検討する必要があるの

じゃないかと。

　やはり、交通不便地域の方々も、でき

るだけ利用しやすいような手だてという

ものを考える必要があるということを申

し上げて、終わりたいと思います。以上

です。

○嶋野委員長　ほかに質疑はございます

でしょうか。上村委員。

○上村委員　このフォルテの２１２、２

１３についての契約期間というか、これ

は恒久的なのか、短期的なのか。福祉会

館の代替ということで、今回新たにこう

いう格好で出てきたわけですけど、この

２１２、２１３を永久的にここで使って

いくのかということ。それと、先ほど摂

津フーズの件で補償問題がありましたけ

ども、これは契約期間は、どれぐらいを
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考えておられるのか、それを教えてくだ

さい。

○嶋野委員長　大場生活環境部次長。

○大場生活環境部次長　現在、フォルテ

２１２、２１３の契約につきましては、

この１０月１日から来年の３月３１日ま

での使用貸借を今現在は行っております。

　と申しますのは、条例に、設置条例を

設けます以上、施設の確保をしておくと

いうことで、担保する必要がありますの

で、契約は既にしております。

　ただ、その契約の内容では、条件つき

ということで、第３回定例会で市民ルー

ム条例の改正が可決されることが条件で

すよというような条件もつけさせていた

だいております。

　それと、この議会で市民ルーム条例の

改正が可決されますと、来年の４月１日

から、とりあえず１年契約をしていきた

いなと思っております。１年契約で順次

更新というような形になってこようかな

と思っております。

　それと、このフォルテの確保につきま

しては、今、南千里丘等でされておりま

す構想の中で、新施設ができますまでか

なというふうには、私ども考えておると

ころでございます。以上でございます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　契約については、１０月１

日から３月３１日までと、担保性のため

の契約ということで、これはお金は発生

しないんですよね。

○嶋野委員長　大場生活環境部次長。

○大場生活環境部次長　賃料につきまし

ては無償。それと、あと共益費等もかかっ

てくるんですけども、それについても無

償ということで、使用貸借契約というよ

うなことで結んでおります。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　契約については、１年更改

で、これからしていくんだということで

ありますし、これが恒久的か一時しのぎ

かということでは、南千里丘開発の行方

にかかっておるということでありますし、

そのことからいくと、参考資料に摂津市

の市民ルームの一覧表が出ておるわけで

すけども、これを見るとフォルテが千里

丘ですよね。正雀市民ルーム、あと、ふ

れあいルームということで、昭和園とい

うことで、やはり摂津を全市的に見た場

合に、どうも安威川以北に固まっている

ということで、ぜひ今後、公共施設につ

いては、やっぱり全市的な観点から考え

ていただきたいなということであります

し、これは一担当課長では答えられない

分もありますし、このフォルテ２１２、

２１３が恒久的か短期的かということに

ついては、政策判断も入るんでしょうし、

このことについては、だれか、この際、

助役さんでも答えていただきたいという

ふうに思います。

○嶋野委員長　小野助役。

○小野助役　いろいろ聞かせていただき

ましたが、フォルテの２１２、２１３に

つきましては、あそこについては土地柄、

食事対応が非常にしやすいというような

こと。そして、また１点、ある程度、例

えば市が対応する時に、市の形として非

常に使いやすい。議会としても、そうだ

と思います。

　そういったことのトータル的に考えた

上で、あそこを借りることにしたという

ものであります。

　もちろん、単価も個人の消費者から見

ますと、余り安くしますと、これ以上で

みんなお貸ししておられるというような

ことも考え合わせて、こういう単価にい

たしました。

　それで、今後のこの内容について、ど

うするかということなんですが、１つ予
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測できるのは、あそこは非常に、いいも

のであればあるほど、市のこの施設を撤

退するのは難しいのかなと。人気が悪け

れば返すことは可能ですが、非常に使い

勝手がよければ、仮に新会館があったと

しても、やはりそういうことが出てくる

のかなという予測はいたしております。

　しかし、私どもは、今のところ、今、

上村委員が言われてましたように、いわ

ゆる新しい会館を建てこんだときには、

一定、摂津都市開発にお返しをするとい

う基本的な考え方は持っております。

　それからもう１点、今言われた地域で

自立していくといいますか、高齢社会の

中で、安全面も言われたように、地域の

中で使いやすい施設は、地理的条件であ

ります。

　そのことについては、十分、関係議員

からの要望も聞いておりますので、庁内

で議論しておりますのは、そういう考え

方で処理をすべきか、それとも一定、地

域にある集会所、公民館との整合性なり、

それとどうするんだという議論が、まだ

若干、内部でいろいろ議論しております。

その強い要望については、十分、意味を

踏まえながら、十分並べて検討しながら

最終的な判断ができる時期には、一定の

こういう形の中で議論をさせてもらいた

いなと思っております。その意味合いは、

高齢少子社会における地域での生活、地

域で自立と、地域力ということからすれ

ば、今までのような会館がシンボルテッ

クにいいものがあるということではなく

て、そういう形でなくて、やはり地域は

地域で集えるところという観点に立った

施設は、これからのニーズとして非常に

高まる、また高いものだというふうに認

識をいたしておりまして、そういう考え

方の中で努力はしてまいりたいというよ

うに考えております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　ありがとうございます。前

向きな、将来に向かって、摂津の明るい

町が開けると言っていただきまして、あ

りがとうございます。

　そういった意味で、やっぱりこれから

の高齢社会ということを考えると、やっ

ぱりこういう市民ルーム的なものが、そ

ばにあるというのが活動しやすいことに

なるんではないかなと思ってますんで、

ぜひそのことも検討しながら進めていた

だきたいというように思ってます。

○嶋野委員長　ほか、質疑はございます

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１４分　休憩）

（午前１１時１５分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第６５号の審査を行います。本件

につきましては、補足説明を省略し、質

疑に入ります。質疑のある方、挙手願い

ます。

　質疑はございませんか。安藤委員。

○安藤委員　ちょっと、３点ほどお聞き

したいんです。

　１つは、繰越金ですね。歳入の繰越金

が前年度繰越金として８，２４５万８，

０００円ということで補正に繰越金とし

て繰り入れられているわけですけども、

これは１６年度決算においての前年度の

実質収支額と同額というふうに見るもの

なのかなというふうに認識してるんです

が、非常に細かい話で申しわけございま

せんが、１６年度決算書を見ますと８，

２４５万５，７３１円で、ちょっと数字

の、ほんまわずかなものなんですが、ちょっ

とシステム的なことで何かあるんであれ

ば、ちょっとその点だけ教えてください。
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お願いします。

　それから、一般会計の繰出金、６ペー

ジの繰出金ですね。これ、ちょっと説明

をお願いしたいと思います。

　平成１６年度の決算におきましたら、

一般会計の繰出金で６２５万２，０００

円で、この補正で倍ほどになってるんで

すが、この点はどういうふうに考えたら

いいのか、ちょっとシステム的なことで

申しわけございませんが、よろしくお願

いします。

　あと、７ページの介護保険給付費準備

基金への積み立てでございますが、介護

保険ができたのが、確か２０００年だっ

たと思います。３年ごとに保険料の見直

し等が行われるということで、計算して

いきますと、来年度が保険料の見直しの

時期になるかなと思うわけですが、当初、

介護保険が導入された際、この介護保険

の給付費準備基金の積み立てというのは、

年次の余剰金を積み立てていって、１年

目は利用者が少ない、２年目が少しふえ

てきて、３年目で、その基金がとんとん

になるような考え方だというふうに以前、

ご説明をいただいたことがあったんです

けども、既に介護保険が導入されてから

何年か経過してきて、介護保険の利用者

もふえてきて、周知という点でも幅広く

伝わってきたのじゃないかと。

　ですから、第２期の、今、保険料になっ

てるかと思うんですけども、第２期の最

初の年である２００３年、２００５年と

経過してくる中で、１６年度の決算にお

いては、この準備基金がゼロになってい

て、今回新たに２，１９９万９，０００

円、積み立てされるということになるわ

けですが、この金額で準備基金、介護保

険の財政上、やっていけるのかどうか。

　１６年度では、千数百万円積み立てを

しましたけども、取り崩しが八千数百万

円されてるわけで、金額からいくと、非

常に大きな金額が今後、お金の入りとし

て、必要性としては予想されるんじゃな

いかと思うんですけども、その点につい

ては、ちょっと予想を含めて教えていた

だきたいと思います。

　以上、３点です。

○嶋野委員長　井口介護保険課長。

○井口介護保険課長　まず１点目の繰越

金８，２４５万８，０００円と、１６年

度決算に伴います実質収支の端数の件で

ございますが、これはおのおの繰越金の

内容で、人件費、事務費、給付費等ござ

いますが、この内訳の１，０００円単位

を切り上げております都合上、端数が発

生しております。

　２点目の６ページの１，２６７万２，

０００円の、これは一般会計繰出金の金

額の内訳でございますが、これは人件費

と事務費、それから給付費の実績精算に

伴います総合計でございます。

　ちなみに、人件費につきましては１３

６万３，０００円、事務費につきまして

は１９０万３，０００円、給付費に関し

ましては、９４０万６，０００円という

ふうな内訳でございます。

　３点目の、今後の基金の運営状況、予

想ということでございますが、確かに１

６年度、中間年度でございますが、第二

期計画の１５、１６、１７、この真ん中

の年で、かなり基金が危なくなってきた

と。

　ゼロになってしまってるということで

ございますが、１７年度につきましては、

１６年度の決算余剰金に伴います戻しが

ございますので、予想では約２，１００

万円、２，１９９万９，０００円、積み

戻しができるということでございますが、

この金額では１７年度決算は非常に難し

いというふうに予想しております。
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　１８年度からは、また第三期の計画、

今度は３年ごとの、当初見直しになりま

すので、保険料の改定を含めて基金の運

用等も考慮しないといけないということ

で、また１からのやり直しかなというふ

うに考えております。以上でございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　はい、ありがとうございま

す。

　１点、準備基金の点でございますけど

も、来年度、第三期の保険料がこれから

検討されていくと。今のお話を聞いてい

ますと、国の方の議論の動向を見ていて

も、保険料の値上げ、平均で約４，００

０円ぐらいというふうな報道もされてい

て、上がっていく要素がかなり高いよう

に感じられるわけですが、同時に、この

１０月から介護保険法が改定されて、施

設利用者の方々の食事代であるとか、居

住費、光熱費等、全額、給付費から外し

て、利用者の方の負担というような形に

なってきたということで、非常に、安心

して利用できる制度だとみんなが思って

いるけども、経済的な理由によって、必

要なサービスから排除されるような事態

を招きかねないというようなことも国会

の中で非常に議論がされていたと思いま

す。

　そうした中で、給付費から食事代がな

くなるということは、市の介護給付費の

お金というのは、持ち出しというか、支

出が少なくなるということも考えられる

と思うんですね。そういった点、どのぐ

らいのお金が見込まれているのか。

　平成１７年、これから３月末までは１

７年度予算でやっていくわけですから、

どのぐらいのことが見込まれているのか。

いろいろ減免、軽減措置等、国の方では

一定されているものの、そういった軽減、

市としての負担が軽減される中で、現に

利用されてる方への軽減措置であるとか、

次の保険料への値上げを抑えるとか、そ

ういうようなことをぜひ考えていく必要

があると思うんですが、その点、ちょっ

と予測のようなものがあれば教えていた

だきたいと。お考えになっていただいて

いることがあれば、教えていただきたい

と思います。

○嶋野委員長　井口介護保険課長。

○井口介護保険課長　１０月改定により

ます食費、ホテルコストの導入に伴いま

して、給付費が幾らぐらい削減されるか

という点でございますが、これは非常に

難しい推計でございまして、申しわけな

いですけど、今、お答えできる段階には

至っておりません。この１か月の推移を

とりあえず分析しまして、１２月補正で

必要な場合は補正をさせていただきたい

というふうに考えておりますが、今回の

１０月改定の中身は、先ほどのホテルコ

スト、食費だけではなくて、これに伴い

ます新しい補てんがございます。この低

所得者に対する利用の制限にならないよ

うにということで、一定の負担限度額を

設けまして、その差額を補てんするとい

う特定介護サービス費でございますが、

この分に対する給付費もふえますので、

その辺を相殺して幾らの給付費の抑制と

いうか、減額になるのか精査していきた

いというふうに考えております。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　摂津市の財政の方から言え

ば、給付費が削減されると。削減される

だけでなくて、高額にならないような低

所得者のための軽減措置もありますから、

そちらの給付増が回りますから相殺もあ

るということでございますので、一度、

ぜひどういった状況になるのか、これは

摂津市の介護保険の会計という点からも、

それから利用者の方々が、どのような負
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担になっていくのかという点からも、ぜ

ひ早急に調査していただいて、お示しを

いただけたらなというふうに思います。

　同時に、今後の介護保険料の、保険料

策定等については、そういった実態、財

政という点は当然ながら、現に施設を利

用されてる方、それから新たに介護軽度

者の方々に対する家事援助等が削られた

り、かわりに自立支援のための保険給付

が始まったりということも出てくるかと

思います。そういう点では、本当に利用

者の方々、それから今後、介護保険を利

用していこうと考えておられる方々が、

当初、介護保険が始まった当初の目的達

成のための観点から、ぜひ保険料である

とか、利用料の問題等、そういう観点か

らの検討をお願いしておきたいと思いま

す。以上です。

○嶋野委員長　ほか、質疑はございます

でしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２９分　休憩）

（午前１１時３０分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第６６号、議案第６７号、議案第

６８号及び議案第６９号の審査を行いま

す。

　本４件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。質疑のある方は、

挙手願います。質疑ございますでしょう

か。上村委員。

○上村委員　そしたら、指定管理者に伴

う４つの議案について、全体的にお尋ね

しますけども、指定管理者制度の導入目

的というのは、１つは行政サービスの向

上と経費の削減を図るというのが指定管

理者制度を行う目的。そういった意味で

は、各この４つの議案の中の条例の中に、

第７条ですか、すべて７条２項にその管

理にかかわる経費の縮減が図られるもの

であるということで明記されております。

このことは、やっぱり、きっちり守って

いくということが指定管理者制度を導入

することの意味づけであるというふうに

思ってます。

　７条の２項、これをきっちり守るため

には、やはり今かかってるお金が幾らあっ

て、導入後には幾らになるかというのが、

それが縮減額ということであります。

　そういった意味で、そういった意味か

らいくと、６６号、障害児童センター条

例制定の件、ここにおいて、どういった

縮減が図られるのか、非常に難しいとい

う気もしますし、方向性として、それが

見られるのかどうか。

　せっつ桜苑につきましては、これは委

託をされておる、その委託金額が減るの

かなという思いもありますし、この考え

方について、ひとつ、僕自身も余り、よ

くイメージがわかないんですよね。第７

条第２項を全うすべく対策として、どう

いうことが考えられるのかなというのを、

４つの中でこれだというのがあれば、わ

かりやすいのがあれば、ひとつ教えてい

ただきたい。

○嶋野委員長　登阪高齢者障害者福祉課

長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　まず、ふ

れあいの里の諸施設や、それから障害児

童センターにつきましては、この間、例

を申し上げますと、はばたき園、ひびき

園の給食業務の民間事業者への委託や、

障害児童センターにおきましては、運転

手さんの身分変更などの事務事業の見直

しによります経費節減について進めてま

いりました。

　また、退職者不補充のもとで、はばた

き園の知的障害者、障害者短期入所事業
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や、ひびき園の障害児者地域療育等支援

事業などの新規事業についても実施して

まいりまして、歳入増についても努めて

まいりました。

　今後の経費節減についてでございます

が、事務事業に係るこれ以上の節減につ

きましては、サービスの低下にもつなが

ることから、今後は慎重に対応してまい

りたいというふうに考えております。

　一方で、事務事業のうち、約８割につ

きましては、人件費で占められておりま

す。今後、人件費の見直しにつきまして

も検討してまいりたいというふうに考え

ておりますが、人件費の見直しにつきま

しては、保健センターや社会福祉協議会

など、保健福祉部が所管します外部の機

関だけではなく、他の部局が所管する機

関にまで影響が及ぶことから、全庁的な

形で検討してまいりたいというふうに考

えております。

　みきの路につきましては、既に開所当

初から給食業務の民間事業者の委託や、

民間の社会福祉施設等と同様の給料体系

を採用するなどの取り組みを行っており

ます。

　また、平成１６年度からは、障害児デ

イサービス推進事業などの新規事業も実

施しております。施設開所から３年が経

過し、４年目に入っておりますことから、

この間の経費支出につきまして分析を行

い、今後の事務事業のあり方について検

討してまいりたいというふうに考えてお

ります。

　また、せっつ桜苑でございますが、桜

苑の委託料につきましては、各事業ごと

に年間のサービス利用料を見込み、その

介護報酬に相当する経費を委託料として

支出しております。実際のサービス提供

に基づく介護報酬から、利用料を差し引

いた額を市が国保連合会の方から直接受

け入れております。利用料につきまして

は、施設が利用者から徴収して、市に戻

しております。そして、国保連合会から

の収入と利用料を合算し、当初の委託料

と比較して精算をしております。

　したがいまして、いわゆる市の持ち出

しというものはございません。

　今後、委託料の内容につきましては、

民間事業者としての経営努力についても

配慮しながら、精算時の新たなルールづ

くりに努めてまいりたいというふうに考

えております。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　きょうは、条例の提案なん

で、実際、指定管理者が決まった時に、

改めて議会に提案するということになっ

てますんで、そのときはコスト額が幾ら

になったかということが明確になってる

というふうに思っておりますので、その

とき、また再度質問しますけども、きょ

うはこのことは、これにとどめときます

けども、あと、先ほど来、福祉会館の閉

鎖に伴う補償の問題等々で、そこにある

指定管理者になった場合の契約というか、

これは契約を結ぶんですよね。契約を結

んで、委託契約みたいな格好じゃなくし

て、管理者制度契約みたいなのを結びな

がら進めていくというのがありましたね。

　そこに、例えば備品とか、建物は摂津

のものであって、中の管理を委託という

か、指定管理者の方にお任せをするとい

うことになりますし、当然、原形復帰と

か、そういうのが当然条件となると思い

ますけども、そこら辺の指定管理者との

契約については、どういった格好で進め

ていくのかなということを、今でも見た

ことがないんで、どういう格好でされる

のか、非常に気になっておるんですけど、

そこら辺の指定管理者を指名するときの

契約条件というか、当然、お金もありま
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しょうし、備品はだれのものだと、指定

管理者のものなのか、摂津のものなのか、

これ、明確にしとかないと、例えばこれ

５年契約なんでしょ。５年後に変わった

場合、どうなるのかなというのも、その

人が備品を全部持っていった。また、新

たな人が備品を持ってきたりするでしょ

うし、ことが非常にわかりにくいんです

けども、そこら辺についての説明をして

いただきたいというふうに思います。

○嶋野委員長　登阪高齢者障害者福祉課

長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　指定管理

者制度に係ります契約等につきましては、

まだこちらの方も不勉強なところがござ

いまして、十分なお答えができるかどう

かわからないんですけれども、基本的に

は指定管理者制度が導入されましても、

市立施設であることは間違いございませ

んし、事業につきましても、これは市の

事業をお願いするということになります

ので、備品等につきましても引き続き、

市の管理のもとに備品が用意されるとい

うふうに考えております。

　契約につきましても、組織の様式や内

容等につきましては、不勉強なところが

ございますけども、基本的には現在の管

理運営委託に準じた内容になるかという

ふうに考えております。

　以上でございます。

○嶋野委員長　上村委員。

○上村委員　最後にしますけども、指定

管理者に指名した場合、要は５年後に、

契約が切れるときに、また補償問題が発

生すると困る分もありますんで、絶対そ

ういうことがないように、きっちり契約

の中でうたっていくということをぜひお

願いしておきますんで、それまた次に、

指定管理者が決まったときに、そのこと

はまたお聞きしたいと思いますので、そ

れも重々、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

○嶋野委員長　ほか、質疑はございませ

んでしょうか。安藤委員。

○安藤委員　指定管理者制度については、

今年度当初の３月の議会で、いろいろな

施設の指定管理者制度に変える条例案が

出されてきたわけですが、今回、第３回

定例会に、特に高齢者、それから障害者

の福祉施設が、この第３回定例会になっ

たという点の、その辺の経過、理由がご

ざいましたら、ちょっと教えていただけ

たらなと思います。

　３月にいただいた指定管理者制度導入

に関する指針という冊子の中では、平成

１８年４月１日に向けて指定管理者を設

定していくと、そのためには議決が必要

でございますから、契約の協定の中身で

あるとか、それから選考のあり方である

とか、どこにしたのかということは、議

会で論議もこれからあるかと思いますけ

ども、当初の予定では、いろいろ、さま

ざま進行状況があるかと思いますけども、

１０月の議会にというようなご説明もい

ただいていたわけで、その点、今後のス

ケジュールについては、どのようになる

のかという点を教えていただきたい。

　それから、今回、みきの路、せっつ桜

苑、ふれあいの里など、高齢者の方々、

障害者の方々の福祉施設という点で、コ

ストの削減を図るにも、先ほどもご説明

ありましたように、コストの約８割が人

件費だと。こういった事業というのは、

やはり人と人との関係の中で行われてい

く事業でありますから、その人件費につ

いてもなかなか削減というのは難しい面

もあるかと思います。

　しかし、指定管理者制度という制度そ

のものが経費の削減をということも目的

の１つとしてうたわれているわけで、し
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かも５年間の間、当面は現在委託してい

る先を指定管理者というふうに指定する

という方針を以前、示されておりますけ

ども、この５年の中で仮に民間業者さん

等が手を挙げて来られたときに、そういっ

た、もちろんお金だけではなくて、継続

性や安定性や透明性、それから当初の目

的を達成できるという経験の度合いであ

るとか、さまざまな観点からの評価で選

考基準が設けられていくと思いますから、

簡単に経費だけで選ばれることはありま

せんが、しかし経費を削減していくとい

うのも目的の１つでありますから、そこ

において人件費、結局、人件費を削減す

るしかなくなるわけですね。

　人件費の削減がサービスの削減になっ

ていくというような可能性も、というよ

うな面も非常に心配されるわけで、その

点について、もう一度、お考えをお聞か

せいただきたい。

　それから、今回の施設は介護保険との

絡みとか、それから支援費、今、障害者

自立支援法の審議が国会でも行われてい

ますが、それとの絡みもあるかと思いま

す。

　使用料の徴収は、指定管理者の方が行っ

て、管理も行うと。報告の方も指定管理

者が行うというような中身になってるわ

けですが、そのあたりの使用料、保険料

の徴収、利用料の徴収というところのシ

ステムといいますか、その点は、どうい

うふうになるのか。

　それから、摂津市独自で、例えば介護

保険の、これは直接、施設にかかわりま

せんけども、例えば保険料の減免であっ

たり、今後、仮に利用料の減免であった

り等、独自でやられてるものについての

かかわりであるとか、そういったものに

ついて、ちょっと考え方をお聞かせいた

だきたいなというように思います。以上

です。

○嶋野委員長　答弁をお願いします。登

阪高齢者障害者福祉課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

答弁申し上げます。

　まず、１０月議会になった理由、今回、

提案をした理由でございますけども、１

つは、障害者自立支援法が当初の予定で

は前の国会で可決されまして、成案とな

りますと、この１０月議会で、障害者自

立支援法の改正に基づく条例改正が必要

であるというふうな認識を持っておりま

した。

　したがいまして、指定管理者制度導入

の手続条例と、あわせましてこの障害者

自立支援法の改正による条例改正と、指

定管理者制度導入の手続の条例をあわせ

て、この１０月議会に上程する予定をし

ておりました。

　障害者自立支援法が国会のあのような

状況で、現在まだ国会で審議中というこ

とでございますけれども、平成１８年４

月からの指定管理者制度の導入を考えま

すと、この１０月議会に手続条例を上程

させていただいて、ご可決をいただかな

ければ手続上、間に合わないということ

で、この１０月議会に上程をさせていた

だいております。

　それから、人件費と指定管理者制度が

導入されました場合、この間、ずっと事

務事業については、かなり見直しをして

おりますので、人件費について見直して

いかざるを得ないという現状がございま

す。

　社会福祉事業団につきましては、従来、

昭和４６年に出されました通知に、事業

団の職員の処遇、給与や退職金等につき

ましては、事業団を設立した地方公共団

体の職員に準ずるものとすることという

通知がございまして、これに基づいて、
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これまで事業団職員の処遇としてまいり

ました。

　しかし、平成１４年に新たなまた通知

が出ておりまして、この中で先ほど４６

年に出された通知につきましては、これ

によることを義務づけるものではなく、

地方自治法第２４５条の４、第１項の規

定に基づく、あくまで技術的助言に過ぎ

ないという新たな通知が出ております。

　いわゆる、必ずしもその地方公共団体

の職員に準ずるものということは、しば

られるものではないという通知でござい

ます。

　しかし一方で、先ほども委員の方から

もありましたように、事業団につきまし

ては、同じ平成１４年の通知の中で読ま

せていただきますと、社会福祉事業団は、

地域における社会福祉事業の担い手とし

ての重要な役割を果たすことが期待され

るものてあることから、福祉サービスの

質の向上に資するものとして、一般の社

会福祉法人にとって先駆的な事業や、研

究事業等の地域の実情に応じた対応が必

要な福祉に係る需要を満たすための事業

を行うなど、積極的な取り組みを行われ

たいことと、こういう一文もついており

ます。

　こうした考え方に立ちまして、この間、

市の方も事業団の方に職員が退職不補充

の中でも、先ほど申し上げましたような、

新しい事業を次から次と展開をしていた

だいているということもございます。

　したがいまして、やはりこの通知の、

先ほど言いました４６年の通知の見直し

とともに、今の事業団のあり方という一

方の内容もございますので、このあたり

を十分に配慮しながら、今後、人件費の

あり方について検討してまいりたいとい

うふうに考えております。

　それから、使用料の徴収の件でござい

ますけれども、指定管理者制度を導入し

た場合、１つは利用料金方式という方式

をとることも可能というふうになってお

ります。

　しかし現在、市の方針といたしまして

は、利用料金方式については、当初はと

らないという考え方に立っておりまして、

その考え方に基づきまして、せっつ桜苑

や障害者施設につきましても、利用料金

方式は、当面はとらないという形で考え

ております。

　したがいまして、使用料につきまして

も例えば今、桜苑の方も施設の方で先ほ

どとっていただいて、市の方に戻してい

ただいているというふうに申し上げまし

たけども、これはあくまで市がとるべき

ところを、その業務を施設の方に委任を

いたしまして、市にかわってとっていた

だいているということでございまして、

いわゆるその使用料を施設が収入として

徴収しているというわけではございませ

ん。あくまで、市がとるべきところを事

務委任をしてとっていただいて、市に戻

していただいているということでござい

ます。

　障害者施設の方につきましては、市の

方が現在も支援費制度に基づきまして、

直接利用者の方から利用料を徴収いたし

ております。

　それから、介護保険や支援費との絡み

でございますけども、介護保険につきま

しては、既に介護保険法が成立して、新

しい介護保険法が施行されておりますの

で、今回の条例につきましては介護保険

法の改正を反映した条例の改正となって

おります。

　障害者施設の方につきましては、先ほ

ど申し上げましたように障害者自立支援

法が、まだ国会で審議中ということでご

ざいますので、もし今の国等の予定では、
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来年４月から新しく障害者自立支援法に

基づく事業が開始されるということにな

りますので、恐らく３月の議会でまた改

めて条例改正をお願いすることになるか

というふうに思っております。

　保険料や利用料の減免につきましては、

現行取り組んでおりますことと、今回の

条例改正については、特に変更はござい

ません。以上でございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　ちょっと今後の、１０月の

議会で今ご説明いただいた理由で、１０

月になっているということですが、先ほ

どお聞きした、今後の事業者、指定管理

者の設定であるとか、選考をどのように

していくのかと、スケジュールが抜けて

いたような気がします。ちょっともう一

度、その点はよろしくお願いをいたした

いと思います。

　いろいろ障害者自立支援法や介護保険

法が、どんどん変わってきて、利用者の

方への負担がふえたり、例えば新たなサー

ビスが提供されるというようなことも説

明の中にもあるわけですけども、やはり

指定管理者制度、経費を削減すると同時

に公の施設という、福祉の増進を図るた

めの施設であり、それぞれの施設の目的

を達成するために経費の削減をするんだ

というような観点からの運用をぜひお願

いして、要望しておきたいと思います。

　同時に、これまでの委託管理制度にお

いても、例えば何か問題があった時に設

置責任者は、指定管理者制度であっても

今までの委託管理においても、市の責任

が大きなものであって、そこの施設の中

でいろいろな問題が起きた時に、情報を

しっかり提供してもらうとか、それから、

問題が起きた時には、市も、それから第

三者機関も入った形の原因調査をすると

かいうような点は、指定管理者制度になっ

たときに担保されているのかどうか。

　それから、市長に対する報告義務があ

りますけれども、例えば我々市民の代表

として議会で論議をさせていただいてる

んですが、議会として、市民として、そ

ういった情報公開を求めていく。情報公

開条例の対象になるのかどうか、これも

３月、議論されているかもしれませんが、

いうような点はどうなのかということだ

け、ちょっと教えてください。お願いし

ます。

○嶋野委員長　登阪高齢者障害者福祉課

長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　スケジュー

ルの件が抜けておりましたこと、申しわ

けございません。

　１０月の議会で手続条例の可決をいた

だきまして、まことに期間がないわけで

ございますけれども、今後の１８年４月

からの指定管理者制度の導入というスケ

ジュールを考えますと、次の議会におき

まして指定管理者になっていただく法人

さんを議案として、また上げさせていた

だきまして、来年４月からの実施に備え

ていきたいというふうに考えております。

　それから、指定管理者制度が導入され

た場合の市の責任ということでございま

すけれども、先ほど申し上げましたよう

に、指定管理者制度が導入された場合、

利用料金方式という方式もあるというふ

うに申し上げましたけれども、いわゆる

介護保険制度、あるいは現行の支援費制

度におきまして、指定管理者制度との問

題とは別に、いわゆる事業所、その事業

を行っていく事業所指定の問題がござい

ます。

　大阪府の方の事業所指定を受けていか

なければならないということでございま

す。

　現行、せっつ桜苑におきましても、そ
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れから障害者施設におきましても、すべ

て市立施設ということでございまして、

事業を委託してるということで、市が事

業者というふうになっております。

　ですから、指定管理者制度が導入され

ましても、利用料金方式をとらない以上

は、引き続きこの、市が事業者であると

いうことについては変わりはございませ

んので、その意味で当然、市が事業主体

でございますので、市の責任は免れない。

当然、市として責任を持っていかなけれ

ばならないということでございます。

　情報公開条例の対象になるかどうかに

つきましては、少し僕も不勉強で責任を

持ったお答えができないんですけれども、

当然、公の事業を行っている施設として、

あるいはまた市が事業主体である以上、

できる限りの情報公開については行って

いくのは当然だというふうに考えており

ますので、このあたりにつきましては、

できる限りそういった方向で事業所とも

話をして、そういう形で努めてまいりた

いというふうに考えております。

　以上でございます。

○嶋野委員長　ほかに質問はございませ

んでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１１時５５分　休憩）

（午後１１時５６分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第７２号の審査を行います。本件

につきましては、補足説明を省略し、質

疑に入ります。質疑のある方、挙手願い

ます。安藤委員。

○安藤委員　１点、お聞きします。

　葬儀会館、斎場の指定管理者、今回の

条例ですが、３月に指定管理者制度移行

ということで条例が上げられて、まだ指

定管理者制度に移行する前に、また変更

というか、指定管理者の指針、それから

その中身からいっても、指定管理者がや

る業務を縮小して、市長の方に戻すとい

うような条例になっております。

　市民の利便性等からすれば、こういう

改正も理解できるわけですが、その点は

ちょっと経過であるとか、それから市長

にまた、その使用許可であるとか、使用

料の徴収等の業務を戻すということになっ

た理由を教えていただきたいと思います。

○嶋野委員長　福永保健福祉部参事。

○福永保健福祉部参事　お答えいたしま

す。

　使用料等の権限を市長に戻すことになっ

た理由についてでございますが、葬儀会

館、それから斎場、ともに両施設も市営

葬儀の目的を達成するための施設という

ことで、施設の使用許可の業務を指定管

理者の範囲に含めました場合に、納棺か

ら式事までを含めた市営葬儀の使用許可

との事務の重複が生じるということ。

　それから、使用者にとって葬儀に係る

一連の施設の使用許可を求める相手方が、

市と指定管理者の双方にまたがり、手続

が煩雑化、また時間的ロス等が生じると

いうこと。

　それから、市及び指定管理者にとって

も人員配置や予算面で重複するために、

管理運営経費が増してくることが避けら

れないというようなことが細部を検討し

ていく中で明らかになってきました。

　それから、また葬儀に係る手続では、

夜間や休日等ともその予約の受け付けや

使用料の徴収や使用許可等々、一連の手

続を行う必要がございますが、その費用

の徴収をしたものを現在、今、休日や祭

日、夜間におきましては、宿直室にて健

康推進課の業務を取り扱っていただいて

おります。
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　その宿直室にて、業務を取り扱ってい

ただいているところも指定管理者にとい

うことになりますと、夜間や休日の人員

配置等の問題、それから使用料等の額が

大きくなってまいりますので、その管理、

保管等に関しましても、より安全を期す

る方向で検討いたしました場合に、現行

のやり方に戻す方が、よりいいのではな

いかというようなことで、今回の権限を

元に戻すということの提案をさせていた

だいている次第でございます。

○嶋野委員長　安藤委員。

○安藤委員　指定管理者の法律が地方自

治法の改正によって、指定管理者を選ぶ

のか、直営にするのか、判断が各自治体

に課せられている中で、この間、摂津市

の委託管理をしている事業について、指

定管理者ということで３月から、そして

今回の議会でも上程をされてきてるわけ

ですが、それぞれの業務のあり方等とい

うのは、担当の方々が一番よくご存じで

ありますし、やはりそれぞれの事業や、

それぞれの施設は、目的を持って行われ

ているというのも実際やっておられる方

が一番よくご存じのことであると思うん

です。

　そういう意味では、指定管理者制度と

いうことで、すべて指定管理者制度やと、

これが法律で決まったことだからという

ことで、どんとやってしまったという面

があるのではないかというのを思わざる

を得ないと思います。

　指定管理者制度そのものが経費の削減

を、先ほども申し上げましたけど経費の

削減を図るとともに、公の施設であった

り、それから施設や事業の目的を達成す

る、よりよいサービスを提供していくと

いう面からいったら、やはり１つ１つを

きちんとした精査を行って、条例を提案

するべきであるのではないかということ

をすごく強く感じます。

　今後もいろいろな、もう既に上程され

ている条例であったり、今後も指定管理

者の問題等が出てくるかと思うんですけ

ども、もう一度、その事業のあり方や目

的から、市民サービス向上という観点か

ら、ぜひ見直しもしていただく中で、た

だ単に経費の削減をするための指定管理

者制度だというようなことが、もしある

のであれば、その点はぜひ改めていただ

きたいなということを申し上げておきた

いと思います。以上です。

○嶋野委員長　ほか、質疑はございます

でしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後０時２分　休憩）

（午後０時５分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　討論なしと認めます。

　採決します。

　議案第６４号　所管分について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。
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　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

　お疲れさまでした。

（午後０時１０分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　民生常任委員長    嶋　野　浩一朗

　民生常任委員 　   柴　田　繁　勝
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